
№ 質問内容 回答

1
アウトドア用品の商品販売や委託販売は指定事

業に入るか。

指定事業に入る。

2

指定事業の区分けは下段のような認識でよい

か。

【指定事業】

・カフェ

・アウトドアアクティビティ（自転車、SUP

ボード、カヌー）

・アウトドアイベント（自転車、SUPボード、

カヌー）

・アウトドア商品販売

【自主事業】

・レンタサイクル

・アウトドア商品以外の商品販売

・アウトドアアクティビティ（自転車、SUP

カヌーに関してはアウトドアビジターセンターの備

品ではないため自主事業。レンタサイクルは市の備

品であれば指定事業、独自でレンタサイクルを導入

するのであれば自主事業として計上する。その他に

関しては認識の通りである。

えびの市アウトドアビジターセンター指定管理者募集に係る追加質問事項（回答）


